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阿久比町オープンカウンタ実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、阿久比町の発注する物品購入について、阿久比町契約規

則（昭和５９年阿久比町規則第３号。以下「規則」という。）及び阿久比町

電子入札取扱要領（以下「電子入札要領」という。）に定めるもののほか、

オープンカウンタの実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領においてオープンカウンタとは、物品購入の案件を公開し、

見積競争に参加を希望する者（以下「参加者」という。）から見積書を提出

させ、予定価格を下回る見積価格のうち最低の見積価格（以下「最低見積価

格」という。）を提示した者と契約を締結する公開見積競争の方法をいう。 

（参加資格） 

第３条 参加者に必要な資格は、案件が公開された日から見積書の提出期限ま

での間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当する者でないこと。 

(2) 阿久比町入札参加資格者名簿（物品等）に登載されている者であること。 

(3) 阿久比町指名停止要領に基づく措置を受けた者で、当該措置期間中でな

いこと。 

(4) 阿久比町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書（平成１９年 

１１月２８日愛知県半田警察署長と締結）に基づく排除措置を受けた者で、

当該措置期間中でないこと。 

(5) その他案件ごとに定める資格を有する者であること。 

（対象） 

第４条 オープンカウンタの対象となる案件は、予定価格額が３０万円以上規

則第２７条に定める随意契約ができる限度額以下のもので、かつ、オープン

カウンタ利用品目（別紙）のうち種目等を考慮して決定するものとする。 

２ 前項の決定にあたっては、契約担当者（規則第２条第１号に規定する者を

いう。以下同じ。）と発注担当者（課等の長の命を受けて、その所掌に係る
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売買、賃借その他の契約に関する事務をつかさどる職員をいう。）による協

議を行うものとする。 

３ オープンカウンタの実施は、あいち電子調達共同システム（物品等）の電

子入札サブシステム（以下「電子入札システム」という。）により行うもの

とする。 

（紙見積による参加） 

第５条 電子入札要領第８条の規定に該当する場合は、前条第３項の規定にか

かわらず、書面による見積競争への参加を認めることができる。 

２ 契約担当者は、前項の規定により書面による参加を認めたときは、電話そ

の他確実な方法でその旨を通知するものとする。 

（仕様書等の公開） 

第６条 仕様書及び図面（以下「仕様書等」という。）は、電子入札システム

により閲覧に供するものとする。 

（同等品の提案及び承認） 

第７条 参加者は、同等品を提案する場合は、案件ごとに定める期限までに発

注担当課に見本等を提示し、当該担当課の承認を得るものとする。 

（仕様書等に関する質問及び回答） 

第８条 参加者は、仕様書等に質問がある場合は、案件ごとに定める期間内に、

発注担当課に行うものとする。 

（見積書の提出） 

第９条 見積書は、公開された仕様書等の内容に基づき、当該見積書の提出期

限までに、電子入札システムにより提出するものとする。 

（資料の提出） 

第１０条 参加者は、見積書の提出に併せて資料を求められた場合は、電子入

札システムの添付機能を利用して当該資料を当該見積書と併せて提出しなけ

ればならないものとする。 

（見積の無効） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する見積は、無効とする。 

(1) 参加者の資格を有しない者が提出したもの 

(2) 所定の方法により所定の日時までに到達しなかったもの 
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(3) 談合等不正行為によるもの 

(4) 記載事項に誤りのあるもの 

(5) 記載事項が確認できないもの 

(6) 同一事項の見積に対し、２以上の意思表示をしたもの 

(7) 添付資料が必要な場合において、添付資料のないもの及び添付資料に必

要な事項の記載のないもの 

(8) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反したもの 

（契約の相手方の決定） 

第１２条 契約担当者は、前条各号に掲げる事項に該当しないもののうち、最

低見積価格を提示した者を契約の相手方と決定する。 

（くじによる相手方の決定） 

第１３条 最低見積価格を提示した者が２以上あるときは、電子入札システム

における電子くじにより契約の相手方を決定するものとする。 

（落札者がいない場合の手続） 

第１４条 オープンカウンタを実施した結果、契約の相手方を決定することが

できなかった場合は、不調とする。 

２ 不調となった場合又は参加者がいない場合は、仕様書等及び参加資格を変

更し、再度その案件をオープンカウンタで行うことができるものとする。 

（決定の通知） 

第１５条 契約担当者は、契約の相手方が決定した場合は、電子入札システム

によりその旨を契約の相手方に通知するものとする。 

（結果の公表） 

第１６条 契約担当者は、契約の相手方を決定した場合は、電子入札システム

により次の各号に掲げる事項を公表するものとする。 

(1) 案件番号 

(2) 発注所属 

(3) 案件名称 

(4) 納入場所 

(5) 開札日 

(6) 落札者（商号又は名称） 
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(7) 落札金額 

（雑則） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、オープンカウンタの実施に関し必要

な事項は、町長が別に定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２３年５月９日から施行する。 


